
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年７月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

電動テープカッター及び電動テープ貼り機 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 Ａ：電動テープカッター 

   本製品は、テープを任意の長さに切断し、切断したテープを本機のターン 

テーブルに貼る機器である。使用者はターンテーブルに貼られたテープを剥が

してテープ貼付け対象物に自ら貼る。 

 Ｂ：電動テープ貼り機 

   本製品は、貼付けテープを任意の長さに切断するとともに、当機のテープ貼

付け台部の指定場所に個装箱を置くことにより、個装箱のコーナー部分にテー

プを貼付ける機器である。 

 

○構造、仕様、意匠 

 定格等 

Ａ：電動テープカッター 

１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、４１／３５Ｗ、 

２５０（Ｗ）×１５０（Ｄ）×１２０（Ｈ）㎜ 

Ｂ：電動テープ貼り機 

１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、６０Ｗ 

   １４５（Ｗ）×４２５（Ｄ）×２２０（Ｈ）㎜ 

 

○主な使用者、販売先 

各種工場、流通事業者 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 Ａ：電動テープカッター 

特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「その他の電動工具」

として取り扱う。 

 Ｂ：電動テープ貼り機 

特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「包装機械」として

取り扱う。 

 

（理由） 

 Ａ：電動テープカッター 

テープを設定された任意の長さに切断するものであることから、「その他の

電動工具」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 Ｂ：電動テープ貼り機 

個装箱等のコーナー部分を、テープで貼付けて包装するものであることか

ら、「包装機械」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 


